
鈴鹿市告示第７３号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、市道の区域

を次のとおり変更し、及び告示する。 

なお、関係図面は、鈴鹿市土木部土木総務課において当該告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

令和７年３月３１日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

路線名：北長太２９０号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

長太栄町二丁目 525 番 15 地先から 

長太栄町二丁目 525 番 25 地先まで 

旧 48.7 4.7～5.2 

新 48.7 6.0～6.1 

路線名：南長太５５３号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

長太栄町二丁目 525 番 5 地先から 

長太栄町二丁目 525 番 16 地先まで 

旧 48.3 3.6～4.6 

新 48.3 6.5 

路線名：東玉垣２７８号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

東玉垣町字丸田 1285 番 1 地先から 

東玉垣町字丸田 1216 番 1 地先まで 

旧 10.7 4.0 

新 10.7 4.0～5.3 

路線名：東玉垣２７９号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

東玉垣町字丸田 1265 番地先から 

東玉垣町字丸田 1266 番 10 地先まで 

旧 21.0 2.0～2.1 

新 21.0 4.3 

路線名：岸岡５６６号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

岸岡町字北山越 2971 番 76 地先から 

岸岡町字北山越 2971 番 70 地先まで 

旧 38.8 2.4～2.7 

新 38.8 4.4～5.3 



路線名：岸岡５６７号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

岸岡町字北山越 2971 番 4 地先から 

岸岡町字北山越 2971 番 79 地先まで 

旧 69.0 1.8～3.8 

新 69.0 3.0～3.8 

路線名：北玉垣７５５号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

北玉垣町字小塚 1764 番 45 地先内 
旧 8.1 6.2 

新 8.1 7.1 

路線名：神戸五丁目８４号線 

 区域変更区間 旧新の別 延長（ｍ） 幅員（ｍ） 

神戸五丁目 593 番 3 地先から 

神戸五丁目 593 番 26 地先まで 

旧 25.3 4.0～4.2 

新 25.3 5.5 

 


